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Ⅰ 阿賀野市デジタル・トランスフォーメーション推進計画について 

１ 策定の背景と趣旨 

近年のインターネット等の情報通信技術の目覚ましい発展は、私たちの社会生活に大

きな変化をもたらしてきました。特にパソコンやスマートフォンの普及により、インタ

ーネットを利用して多様で大量の情報を取得、発信することが可能となり、仕事や娯楽

など、私たちの日常の生活や行動様式にも大きな変化をもたらしています。 

一方で、我が国においては、少子高齢化や人口減少が進展し、労働生産力の減少、経

済規模の縮小、社会保障費の増大などといった社会的課題が顕著になってきており、今

後においても、課題の更なる深刻化が懸念されています。 

また、地方公共団体においては、職員数が制約される状況の中で、多様化、複雑化す

る市民ニーズに対応しつつ、持続可能な形で行政サービスを提供し、住民福祉の水準を

維持することが求められています。 

さらには、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、私たちは生活の中で「密」

を避けることや人との接触を回避するための行動、働き方等の変容を強いられることと

なりました。 

この結果、社会経済活動の中で、テレワーク、リモート授業、オンライン会議、キャ

ッシュレス決済などデジタル技術を使った「ニューノーマル」の構築が不可欠となって

います。 

こうした背景を踏まえ、地域や住民の生活の質を高める行政サービスへの転換、「新

しい生活様式」への対応、そして持続可能なまちづくりの実現等を図る観点から、「阿

賀野市デジタル・トランスフォーメーション推進計画」を策定し、デジタル技術が地域

社会へ浸透し、様々なサービスやデータが活用されるデジタル・トランスフォーメーシ

ョンの実現を目指すものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

令和３年３月に策定した「阿賀野市総合計画 2016-2024 基本計画 2021-2024期」（後

期基本計画）においては、まちづくりの目標である「元気で明るく活力のある魅力的な

まち」の達成を図るための施策の重点化にあたっての基本的な考え方の一つに「デジタ

ル化の推進」を掲げているほか、基本事業の一つに「行政のデジタル化の推進」を掲げ、

情報通信技術等の利活用により、市民生活の利便性の向上と行政運営の効率化を図るこ

ととしています。 

「阿賀野市デジタル・トランスフォーメーション推進計画」は、阿賀野市総合計画の個

別分野計画として位置づけ、デジタル化の推進で総合計画を支える役割を担うこととし

ます。 

また、本計画は、「官民データ活用推進基本法」（平成２８年法律第１０３号）第９条

第３項の規定に基づく、本市の区域における官民データ活用の推進に関する施策につい

ての基本的な計画である「市町村官民データ活用推進計画」としても位置付けるものと

します。
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３ 計画の構成 

昨今のデジタル化に関わる技術やサービス等の進展や変化は著しく、その将来を見通

すことは難しい現状にあり、中長期的な計画を策定しても、社会の実情と計画とが大き

くかい離し、計画の意義や実効性が損なわれることが懸念されるとともに、計画策定時

では顕在化していなかった大規模な制度改正等の流動的な動きに柔軟に対応できない

ことが想定されます。 

こうした理由から、今後のデジタル化の推進に向けた計画は、急速に進展する高度情

報化社会において、本市のデジタル化を着実に進めるための基本的な考え方や方向性を

記載した「基本計画」と、「基本計画」の着実な推進を図るための具体的な取組みを記

載した「実施計画」で構成することとし、「実施計画」については、社会情勢や技術動

向等の変化に柔軟に対応しつつ、実効性を確保しながら取組を推進するため、事務事業

をベースに各業務担当課等の取組を取りまとめ、原則として毎年内容を更新することと

します。 

 

４ 計画期間について 

総務省が令和２年１２月に策定した「自治体デジタル・トランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）推進計画」の対象期間に合わせ、令和３年度から令和７年度までを計画期間としま

す。 

なお、社会情勢や技術動向等の変化に対応できるよう、周辺環境に大きな変化が生じ

た場合は、必要に応じて見直しを行うこととします。 
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Ⅱ デジタル化の現状と課題について 

１ 国の動向 

国においては、平成１３年１月に「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」を施

行するとともに、「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ総合戦略本部）」

を設置して「e-Japan戦略」を策定し、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する

施策を重点的に推進してきました。 

その後、平成１５年の「e-Japan戦略Ⅱ」、平成１８年の「ＩＴ新改革戦略」を経て、

平成２５年には「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」が発表され、世界最先端のＩＴ国家を

目指して各種の政策が推進されてきました。 

平成２８年１月には、「第５期科学技術基本計画」が閣議決定され、我が国が目指す

べき未来社会の姿として「Society5.0」が提唱されました。 

「Society5.0」の実現に向けた取組は、人口減少や少子高齢化の進行、生産性や成長

力の伸び悩み、地方経済の活性化などの我が国が直面する課題を解決し、持続的かつ包

摂的な経済成長の実現に寄与するものであるとの考えの下、令和元年１２月に閣議決定

された「第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」」においても、「地域における

Society5.0の推進」が重要な柱のひとつとされています。 

また、平成２８年１２月には「官民データ活用推進基本法」が制定され、市町村に対

してデジタル化を進めるための計画策定を努力義務とするとともに、令和元年６月に閣

議決定された「経済財政運営と改革の基本方針２０１９」では、デジタル化を推進し、

新技術を全面的に活用した「スマートシティ」の実現を「Society5.0」時代のまちづく

りの基本コンセプトに位置づけ、その実現に向けた取組を加速させることとしています。 

令和元年１２月には、行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンラ

イン化のために必要な事項を定めるととともに、行政のデジタル化を推進するための個

別分野における各種施策を講ずるいわゆる「デジタル手続法」が施行され、「デジタル

ファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップ」のデジタル化３原則が基

本原則として定められ、地方公共団体における実施が努力義務として定められることと

なりました。 

また、令和２年１２月には、「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合った

サービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に

優しいデジタル化～」を目指すべきデジタル社会のビジョンとする「デジタル社会の実

現に向けた改革の基本方針」が閣議決定されるとともに、「デジタル・ガバメント実行

計画」が改定され、地方公共団体に関連する施策も多く盛り込まれました。 

これに合わせ、総務省からは、地方公共団体が重点的に取り組むべき事項や内容を具

体化した「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」が示され、

地方公共団体自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住

民の利便性の向上や業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げて

いくことが求められています。 
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（１）官民データ活用推進基本法について 

官民データ活用推進基本法第９条第３項では、官民が保有するデータを活用し、

国民の生活を豊かにすることを目指し、地方公共団体が取り組むべき基本的な施策

を「市町村官民データ活用推進計画」として定めることを努力義務として求めてい

ます。 

 

■市町村官民データ活用推進計画に盛り込むべき基本的な方針 

①手続における情報通信の技術の利用等に係る取組 

     →行政手続等のオンライン化原則 

②地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等に係る取組 

     →オープンデータの推進・データの円滑な流通の促進  

③個人番号カードの普及及び活用に関する計画の策定等に係る取組 

    →マイナンバーカードの普及・活用 

④利用の機会等の格差の是正に係る取組 

    →デジタルデバイド対策 

⑤情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組 

     →情報システム改革・ＢＰＲ（業務の見直し） 

 

 

「市町村官民データ活用推進計画」は、官民データの利用環境の整備促進を図り、

行政の事務負担の軽減、地域課題の解決、住民及び事業者の利便性向上等に寄与す

ることを目的としています。 

また、官民データの活用により得られた統計や業務データ等を用いたＥＢＰＭに

よる効率的かつ効果的な行政の推進、全ての国民がＩＣＴ利活用やデータ利活用を

意識せずその便益を享受し、真に豊かさを実感できる社会の実現も期待されていま

す。 

 

 

（２） 自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画について 

政府の「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年１２月２５日閣議決定）にお

いては、自治体の情報システムの標準化・共通化等、デジタル社会構築に向けた各

施策を効果的に実行していくために、国が主導的な役割を果たしつつ、自治体全体

として、足並みを揃えて取り組んでいく必要があるとしています。 

これを受けて、総務省は、「デジタル・ガバメント実行計画」における各施策に 

ついて、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化するとともに、総務省

及び関係省庁による支援策等をとりまとめ、「自治体デジタル・トランスフォーメ

ーション（ＤＸ）推進計画」として策定（令和２年１２月２５日）しました。 

「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」で定められた

重点取組事項等は以下の通りです。 
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【重点取組事項】 

（１）自治体の情報システムの標準化・共通化 

目標時期を２０２５年度（令和７年度）とし、「(仮称)Gov-Cloud（ガバメン

トクラウド）」の活用に向けた検討を踏まえ、１７の基幹系業務システムについ

て国の策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行を図る。 

 

（２）マイナンバーカードの普及促進 

      ２０２２年度（令和４年度）末までにほとんどの住民がマイナンバーカード

を保有していることを目指し、交付円滑化計画に基づき、申請を促進するとと

もに交付体制の充実を図る。 

 

（３）自治体の行政手続のオンライン化 

２０２２年度（令和４年度）末を目指して、主に住民がマイナンバーカードを

用いて申請を行うことが想定される手続について、マイナポータルからマイナ

ンバーカードを用いてオンライン手続を可能とする。 

 

（４）自治体のＡＩ・ＲＰＡの利用推進 

     自治体の情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化による業務

見直し等を契機に、国の作成する「ＡＩ・ＲＰＡ 導入ガイドブック」を参考に、

ＡＩやＲＰＡの導入・活用を推進する。 

 

（５）テレワークの推進 

テレワーク導入事例や情報セキュリティポリシーガイドライン等を参考に、

テレワークの導入・活用を推進するとともに、自治体の情報システムの標準化・

共通化や行政手続のオンライン化による業務見直し等の進捗に合わせ、対象業

務の拡大を図る。 

 

（６）セキュリティ対策の徹底 

      改定セキュリティポリシーガイドラインを踏まえ、適切に情報セキュリティ

ポリシーの見直しを行い、情報セキュリティ対策の徹底を図る。 

 

【自治体ＤＸの取組とあわせて取り組むべき事項】 

（７）地域社会のデジタル化 

       デジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化を集中的に推

進する。 

 

（８）デジタルデバイド対策 

「デジタル活用支援員」の周知・連携、ＮＰＯや地域おこし協力隊等地域の

幅広い関係者と連携した地域住民に対するきめ細やかなデジタル活用支援を

行う。 
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２ 新潟県の動向 

新潟県においては、「住んでよし、訪れてよしの新潟県」という基本理念を掲げる新

潟県総合計画をＩＣＴ活用の観点から推進すること、及び新潟県におけるＩＣＴ利活用

の今後の展開を示すことを目的に、令和２年に「新潟県ＩＣＴ推進プラン（２０２０～

２０２２）」を策定しました。 

同プランでは、「地域におけるＩＣＴの推進」、「行政におけるＩＣＴの推進」の２つ

に大別し、今後の目標や取組事項等を記述しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組事項】 

 〇地域におけるＩＣＴの推進 

  ・新潟県総合防災情報システムの強化 

  ・「にいがた新世代ヘルスケア情報基盤」の構築 

  ・県内企業のＡＩ、ＩｏＴ、５Ｇ等の活用促進及び人材育成等の支援 

  ・ＩＣＴを活用した学力向上推進システムや教育支援システムなどによる教職員

の指導力向上 

  ・運転支援など高度道路交通システムの活用 

 

 〇行政におけるＩＣＴの推進 

  ・行政手続等のオンライン化の推進 

  ・マイナンバーカードの普及促進 

  ・オープンデータの推進及び人材育成 

  ・会議資料のペーパーレス化 

  ・行政事務効率化に向けたＡＩ・ＲＰＡ活用 

  ・テレワーク実現に向けた検討 

  ・県及び市町村におけるクラウドの活用推進 
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３ 社会的状況 

令和２年初頭からの新型コロナウイルス感染症の世界的に流行は、人々の生命や生活

のみならず、経済、社会、さらには人々の行動・意識・価値観に大きな影響を及ぼしま

した。 

そうした状況の中、政府による「緊急事態宣言」の発出により、不要不急の外出自粛

や「３密」の回避などが要請され、テレワークやオンライン会議などといったデジタル

技術の活用に対するニーズが急激に高まりましたが、情報通信基盤やデジタル技術を使

いこなすことのできる人材の不足など、社会全体におけるデジタル化の遅れの実態が浮

き彫りとなりました。 

とりわけ、全国民に対する特別定額給付金の支給にあたっては、国の主導によりオン

ライン申請の仕組みが整備されたものの、システム等の不備により事務の遅滞が発生し、

オンラインによる申請を停止する地方公共団体が相次ぐなど、全国的にも大きな混乱を

招きました。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の両立を図る観点からも、感染

症対策を含む諸施策の効率的な実施が求められているところであり、社会全体のデジタ

ル化の推進に係る重要性が、なお一層増している状況です。 

 

４ 阿賀野市の現状と課題 

平成３０年に発表された国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計では、阿賀

野市における２０４０年の推計人口は、３０，７７２人となっており、令和３年３月３

１日現在の人口４１，２３８人の概ね４分の３にまで減少することが見込まれています。 

また、本市においては、合併前のそれぞれの町村において、行政施設、小・中学校、

社会教育施設、福祉施設等の公共施設（建物）やインフラ施設を整備してきており、こ

うした施設の中には、昭和４０年頃に整備された老朽化施設も複数存在しています。 

財政面においては、現状では「健全化判断比率」及び「資金不足比率」ともに健全な

水準を維持している状況ではありますが、今後は、人口減少の影響などによる歳入の減

少や、少子高齢化の進展による社会保障関連経費の増加が見込まれているほか、「広域

ごみ処理施設」を見据えた共同負担金の支出や「あがの市民病院」建設時に借り入れを

行った市債償還の本格化、更には老朽化する小中学校など公共施設の大規模な長寿命化

修繕が控えるなど、これまで以上の財政需要が見込まれており、本市の財政状況はより

厳しさを増すことが想定されています。 

平成３０年７月に国の「自治体戦略２０４０構想研究会」がまとめた「自治体戦略２

０４０構想研究会第二次報告」においては、経営資源が大きく制約されることを前提に、

既存の制度・業務を大胆に再構築する必要性や、従来の半分の職員でも自治体が本来担

うべき機能が発揮できるような仕組みを構築する必要性が述べられており、本市におい

ても、経営資源であるヒト・モノ・カネが制約される状況となることが見込まれること

から、ＡＩやＲＰＡなどの新しい技術等を活用しながら業務の効率化を図るとともに、

職員は職員でなければできない業務に注力するスマート自治体への転換を図りながら、
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デジタル技術の積極的な活用を伴った政策推進の仕組みの構築を図ることが必要不可

欠な状況となっています。 
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Ⅲ 阿賀野市のＤＸ推進に向けて 

１ 目指す姿 

人的・財政的な経営資源が縮小する中で、医療・福祉・産業などの生活機能を確保す

るとともに、将来にわたって市民生活に不可欠な行政サービスを提供し、市民が安心し

て暮らし続けることができるまちづくりが求められています。 

そのため、目指す姿を以下のとおり定め、デジタル技術をあらゆる分野に積極的に活

用することを視野に入れながら総合的な施策を研究・立案し、事業者・関係機関等とも

連携を図りながら、地域課題の解決や官民サービス水準の向上に取り組みます。 

 

 

デジタル技術の活用により、市民一人ひとりがいきいきと 

安心して暮らせるまち 

 

 

２ 基本方針 

目指す姿を実現するため、次に掲げる基本方針に基づき、デジタル化に向けた取組を

推進していきます。 

 

(1) 暮らしの利便性の向上 

   若者から高齢者まで、市民の誰もが時間や場所にとらわれることなく行政サ

ービスを享受できる環境の整備や、誰もが簡単に必要な情報を取得できる仕組

みづくりを進めるなど、市民サービスの水準や利便性の向上を図ります。 

  

【主な取組】 

①行政手続のオンライン化 

スマートフォン等を利用して、いつでもどこでも行政手続ができる取組

や窓口での行政手続においても待ち時間の短縮や書面手続の負担軽減の

取組を進めます。 

②マイナンバーカードの普及促進 

オンラインで確実に本人確認ができるデジタル社会の基盤となるツー

ルとなるマイナンバーカードの更なる普及促進に向けて、カードの交付

体制の増強を図ります。 

③デジタル技術の活用による情報提供の最適化 

      ＳＮＳなどのツールを活用しながら、防災情報など市民が広く共有す

目指す姿 
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ることが必要な情報発信の充実を図るとともに、一人ひとりの多様な日

常生活に応じて、必要な情報を受け取ることのできるプッシュ型の情報

発信に取り組みます。また、オンラインによる同時配信など「新しい生

活様式」に対応したイベント等の開催手法を検討します。 

 

 

（2） 行政運営の効率化 

デジタル技術の活用により、事務の自動化・省力化を図るとともに、情報

システムの安定的な運用とセキュリティの確保に努めながら、行政運営の効

率化を図ります。 

 

【主な取組】 

      ①情報システムの標準化・共通化 

       自治体における負担軽減の観点から、国が整備等を進める共通的な基

盤・機能を提供する複数のクラウドサービスの利用環境である「（仮称）

Gov-Cloud（ガバメントクラウド）」の活用に向けた検討を踏まえ、基幹系

１７業務システムについて、令和７年度までに国の策定する標準仕様に

準拠したシステムへの移行に対応するため、全庁的・横断的な推進体制を

整え、計画的な導入に向けた検討を進めます。 

     ②業務の省力化、効率化を図るためのデジタル技術の導入 

限られた経営資源の中で、住民サービスの質を低下させることなく、

持続可能な行政サービスを提供し続けていくために、ＡＩやＲＰＡなど

のデジタル技術を活用しながら、業務の効率化や事務改善に取り組みま

す。 

 ③セキュリティ対策の徹底 

       国における「三層の対策」の抜本的な見直しの検討状況を踏まえなが

ら、情報セキュリティに関するルールと体制を整備するとともに、情報

セキュリティ関連機器を適切に導入、運用し、新たな脅威に対応するた

めに継続的な見直しと改善を行います。 

 ④テレワークの推進 

       災害発生時等においても、行政機能を維持できる体制を整備するとと

もに、職員一人ひとりのライフステージに合った多様な働き方の実現に

向け、在宅による業務の実施を可能とするテレワークの環境整備を図り

ます。 

    

 

(3) 社会課題の解決、新たな価値の創出に向けたデジタル技術の活用 

  更なる進化が期待されるデジタル技術の活用を通じて、少子高齢化や人口減少

等の影響により深刻さを増している社会的課題の解決を図りながら、更なる地域

の元気と活力の創出に取り組みます。 
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【主な取組】 

①デジタルデバイド対策の推進 

市民誰もがデジタルを活用し、安全に安心して暮らせるよう、パソコンや

スマートフォン等の操作方法やオンラインによる行政手続・サービスの利用

方法にについて相談することができる機会を設けるなど、デジタル活用に関

する理解やスキルが十分でない高齢者等が積極的にデジタル技術を活用で

きるよう、きめ細かな支援事業を推進します。 

②オープンデータの活用推進 

国の「推奨データセット」等を参考にしながら、利用者ニーズに即した  

オープンデータ化を積極的に推進し、オープンデータを活用した市民協働や

ベンチャーの創出を促進するなど、地域の課題解決及び活性化を図ります。 

   ③先端デジタル技術の活用 

地域の課題解決、利便性の向上に向けて、今後も加速度的な進化が見込ま

れるデジタル技術の動向を注視するとともに、民間事業者との連携も視野に

入れながら、産業、教育、健康、福祉、子育て、防災、交通等のあらゆる分

野におけるデジタル技術の活用可能性について調査・研究を進めます。 
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Ⅳ 推進体制 

本計画の推進にあたっては、庁内横断的な取組が必要とされることから、市長を本部

長とし、部長級以上の職員で構成する「デジタル化推進本部」を設置します。 

「デジタル化推進本部」には、最高統括情報責任者（副市長。ただし、不在の場合は、

総務部長）を置き、デジタル化推進に向けた全庁的な方向性を決定するとともに、デジ

タル・トランスフォーメーション推進に係る分野横断的な連絡調整や進行管理、計画の

進捗状況等に係る評価を行います。 

業務担当課等においては、個別の取組（事務事業等）の組み立てを行うとともに、事

務事業等の実施主体となって、デジタル化に向けた取組を主体的に推進します。 

なお、各業務担当課等には、各所属長の指名に基づき、役職に関わらない「庁内デジ

タル化推進リーダー」を置き、各業務担当課等におけるデジタル技術の理解促進に向け

た役割を担うこととします。 

また、デジタル・トランスフォーメーション推進に向けた外部専門家を置くこととし、

外部専門家は、最高統括情報責任者を専門的知見から補佐する役割を担うとともに、デ

ジタル化推進本部や各業務主管課等に対して、デジタル技術の活用に向けた情報提供や

技術的助言を行うこととします。 

 

【推進体制図】 
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【事業化プロセスフロー（イメージ図）】 
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◆用語解説◆ 

【数字・アルファベット順】 

 ●５Ｇ 

「超高速」だけでなく「多数接続」 や「超低遅延」といった新たな特徴を持つ「４Ｇ」に続

く次世代の移動通信システム（第５世代移動通信システム）のこと。 

 

●ＡＩ 

Artificial Intelligence の略。人工知能ともいい、人間の脳で行っている学習、推測、分

析、判断などの知的な作業をコンピュータ上で実現させようとする技術のこと。 

 

●ＢＰＲ 

Business Process Re-engineering の略で、既存の組織やルールを抜本的に見直し、業務プ

ロセス全体を再構築すること。 

 

●ＥＢＰＭ 

Evidence Based Policy Making の略で「証拠に基づく政策立案」と訳されている。政策の企

画立案の目的を明確したうえで、政策効果の測定に重要な関連を持つ情報やデータ（エビデン

ス）に基づき行うこと。 

 

●ＩＣＴ 

Information and Communications Technology の略。情報や通信に関する技術の総称のこと。

「ＩＴ」が、コンピュータ関連技術そのものを指す一方、「ＩＣＴ」はその技術の活用に着目す

る意味合いがある。 

 

●ＩｏＴ 

Internet of Things の略。自動車、家電、ロボット、施設など多種多様な「モノ」がインタ

ーネットにつながり、新しい価値を生み出すといった概念のこと。 

 

●ＲＰＡ 

Robotic Process Automation の略。これまで人が行っていたパソコン上の定型的な事務作業

等をソフトウェアで自動化する行為や技術のこと。 

 

●ＳＮＳ 

Social Networking Service の略。コミュニティ型のウェブサイトで、インターネット技術

を利用して社会的ネットワークを構築するサービスのこと。代表的なサービスとして、Facebook、

Twitterなどがある。 
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●Society5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させることにより、地

域、年齢、性別、言語等による格差なく、多様なニーズ、潜在的なニーズにきめ細やかに対応

したモノやサービスを提供することで経済的発展と社会課題の解決を両立し、人々が快適で活

力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間中心社会のこと。 

 

 

【五十音順】 

●インターネット 

全米科学財団（ＮＳＦ）が構築した研究開発用ネットワーク「ＮＳＦＮＥＴ」を原型とした

ネットワークで、ほぼ全世界にまたがるコンピューターネットワークの集合体のこと。現在で

は、パソコンや周辺技術、通信網の普及・発達により、巨大な通信インフラとなっている。 

 

●オープンデータ 

公的機関や事業者が保有する官民データのうち、インターネット等を通じて、誰もが容易に

編集や加工等がしやすい形式で、広く一般に公開されたデータのこと。 

 

●オンライン化 

パソコンやスマートフォンなどの電子機器がインターネットに接続された状態のこと。また、

「行政手続のオンライン化」とは、従来紙の書面によって行われていた手続をパソコンなどの

操作により行えるようにすることを指す。 

 

●オンライン会議 

パソコンやタブレットなどを用いて、映像・音声のやり取りや資料の共有などをインターネ

ットを介して行うこと。 

 

●官民データ活用推進基本法 

  官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民が安全で安心

して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与することを目的として平成２８年１２月に

施行された法律 

 

●基幹系１７業務 

各地方公共団体における事務の処理の内容の共通性、住民の利便性向上、及び行政運営の効

率化の観点から、国による業務システムの標準化の対象とされている業務のこと。具体的には、

住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、国民健康

保険、国民年金、障がい者福祉、後期高齢者医療、介護保険、児童手当、生活保護、健康管理、

就学、児童扶養手当、子ども子育て支援の１７業務が対象とされている。 
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●キャッシュレス決済 

クレジットカードや電子マネー、デビットカードなどを用いることで、現金を用いずに決済

ができる仕組のこと。 

 

●クラウド 

インターネット等のネットワーク上に存在するサーバの機能であり、どこからでも必要なと

きに必要な機能を利用できるコンピューターネットワークの利用形態のこと。 

 

●コネクテッド・ワンストップ 

複数の手続、サービスを一か所で完結できること。 

 

●三層の対策 

2015年の日本年金機構における個人情報流出事案を受け、自治体における情報システムのセ

キュリティの抜本的強化を図る観点から、ネットワークをマイナンバー利用事務系、LGWAN接続

系、インターネット接続系の三層に分離することとされた情報セキュリティ対策のこと。 

 

●推奨データセット 

地方公共団体がオープンデータに取り組むにあたって、共通化して公開することが望ましい

として示されたデータ項目のこと。 

 

●スマートシティ 

情報通信技術や各種の官民データを活用した市民一人ひとりに寄り添ったサービスの提供や

各種分野におけるマネジメントの高度化等を通じて都市や地域が抱える諸課題の解決を行い、

新たな価値を創出し続ける持続可能や都市や地域のこと。 

 

●スマートフォン 

従来の携帯電話が有する通信機能などに加え、高度な情報処理機能が備わった携帯端末のこ

と。インターネットの利用を前提としており、携帯電話の無線ネットワークを通じて利用する

ほか、無線 LAN に接続して利用することも可能。 

 

●デジタル・ガバメント 

デジタル技術の徹底活用と官民協働を軸として、国と地方、官民の枠を超えて行政サービス

を見直すことにより、行政の在り方を変革していくこと。 

 

●デジタル・トランスフォーメーション 

進化したデジタル技術を社会に浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革する

こと。英語表記は、「Digital Transformation」となるが、英語圏では、「Trans」を「X」と略す

表記が一般的であるため、「DX」の略称が使われている。 
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●デジタルデバイド 

「情報格差」と訳され、インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる人とでき

ない人の間に生じる生活の利便性や経済的な格差のこと。 

 

●デジタルファースト 

個々の手続・サービスについて最初から最後まで一貫してデジタルで完結できること。 

 

●テレワーク 

情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。 

 

●プッシュ型 

利用者が能動的な操作や行動を行わずとも、提供する側から自動的に行われるタイプの技術

やサービスのこと。 

 

●マイナポータル 

マイナンバー制度の導入に併せて新たに構築し、国民一人ひとりがアクセスできるポータル

サイトのこと。具体的には、自己情報表示機能、情報提供等記録表示機能、ワンストップサー

ビス等を提供する基盤であり、国民一人ひとりが様々な官民のオンラインサービスを利用でき

るようになっている。 

 

●マイナンバーカード 

マイナンバー制度において発行され、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号（マイナンバ

ー）、顔写真などを券面に表示するとともに、これらを IC チップに記録する IC カードのこと。 

 

●リモート授業 

パソコンやタブレット等を使って、インターネットを介して遠隔で授業や講義を行うこと。 

 

●ワンスオンリー 

一度提出した情報は、再度の提出を不要とする仕組みのこと。 
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